
 

７ ⼀般財団法⼈ 福岡県学校安全振興会 
 学校安全教育表彰規程 

 
 
 

 ⼀般財団法⼈福岡県学校安全振興会（以下「この法⼈」という）定款第４条第２号第３号に基づ
き施⾏する事業の学校安全教育表彰規程を次のように定める。 
 
（⽬ 的） 
第１条 この規程は、⽣徒の安全・安⼼な学校⽣活の実現に向けて、安全教育の推進に著しい功績

があった団体や個⼈を表彰することにより、学校の安全に対する意識の⾼揚と積極的な安全教育
の推進を図ることを⽬的とする。 

 
（表彰の対象） 
第２条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する団体や個⼈に対して、この法⼈の理事⻑が⾏う。

ただし、受賞は１団体・１名につき１回限りとする。 
(1) 安全教育活動に３年以上にわたり継続して取り組み、その功績が特に顕著な団体や個⼈ 
(2) 他の模範となる実践的な活動を⾏っている団体や個⼈ 
(3) その他、この法⼈の理事⻑が表彰に値すると認める団体や個⼈ 

 
（表彰の⽅法） 
第３条 表彰は、表彰状および副賞の授与により⾏う。ただし、表彰は、原則として年１回⾏う。 
 
（表彰候補者の推薦） 
第４条 表彰候補者の推薦は、⾃薦、他薦を問わないものとする。ただし、他薦による場合は、Ｐ

ＴＡ等の⻑⼜は学校⻑等が⾏うものとする。 
２ 前項の推薦にあたっては、この法⼈の理事⻑に学校安全教育表彰候補推薦調書（第４号様

式）を提出することとする。 
 
（選考及び決定） 
第５条 第２条に該当する団体や個⼈の選考は、この法⼈の理事会にて⾏い、理事⻑が決定する。 
 
（その他） 
第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はこの法⼈の理事⻑が定めるものとする。 
 
（附 則） 

１ この規程は平成２８年９⽉１５⽇から施⾏する。 
２ 変更後の規程は平成２９年４⽉１⽇から施⾏する。 
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第４号様式 

学校安全教育表彰候補推薦調書 

 令和    年   ⽉   ⽇  

⼀般財団法⼈ 福岡県学校安全振興会理事⻑ 殿 
 

学校・団体名                       
 
所 在 地                        
 
代 表 者                      ㊞ 

 

名  称 
 

団体・個⼈ 
（該当に○を） 

フリガナ（                            ） 

 

活 動 名 称  

活 動 ⽬ 的  
 

功績内容（具体的に）  

 
発表実績等 

 
有・無 

（該当に○を） 

年⽉⽇： 
会 場： 
内 容： 

備  考 
 

2026.04 
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